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.議 席 番 号 氏  名 出  席 欠  席 備  考 

１ 野 村 正 浩 〇   

２ 山 田 俊 彦 ×   

３ 古 川 哲 也 〇   

４ 吉 田 純 一 〇   

５ 伊 藤 久美子 〇   

６ 田 中 照 義 〇   

７ 市 橋   久 〇   

８ 矢 部 克 之 〇   

９ 加 藤 珠 江 ○   

１０ 福 田 光 宏 〇   

１１ 佐 藤 幸 男 ○   

事 

務 

局 

事務局長 鵜 飼 豪 生 〇   

農地主査 上 野 崇 仁 ○   

主  任 浦 﨑 文 敏 〇   

 

 

 

 

 

 

 



出 席 委 員（１１名） 

    １番  野 村 正 浩     

３番   古 川 哲 也 

４番  吉 田 純 一 

    ５番  伊 藤 久美子 

    ６番   田 中 照 義 

７番  市 橋   久 

    ８番  矢 部 克 之 

    ９番  加 藤 珠 江 

   １０番  福 田 光 宏 

   １１番  佐 藤 幸 男 

 

欠 席 委 員（1名） 

     ２番  山 田 俊 彦 

 

出 席 職 員 

    事務局長  鵜 飼 豪 生 

    農地主査  上 野 崇 仁  

    農地担当  浦 﨑 文 敏    

議 件 

   議案第１号  根室市農業委員会委員の辞任について 

    

議案第２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議案第３号  農用地利用集積計画の決定について 

 

そ の 他       



鵜飼 局長 

 

 

佐藤 会長 

 

議   長 

 

鵜飼 局長 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

鵜飼 局長 

 

議   長 

 

 

 

鵜飼 局長 

 

 

 

 

 

只今から、第２9回農業委員会総会を開催いたします。 

開催にあたり会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（あいさつ） 

 

委員の出欠状況について、事務局長より報告をさせます。 

 

本日の出席委員は１０名です。以上で報告を終わります。 

 

只今、事務局より報告がありましたように、現在のところ１０名の 

出席でございますので、「農業委員会等に関する法律」第 27条第 3項、 

並びに「根室市農業委員会会議規則」第 6条の規定に基づき、総会が 

成立していることをご報告いたします。 

 

これより第２9回総会を開会いたします。 

 

次に、議事録署名委員の指名ですが、議長より指名いたします。 

議事録署名委員に、6番 田中照義委員、8番 矢部克之委員以上の 

委員を指名いたします。 

 

次に、議事参与の制限について申し上げます。 

「農業委員会等に関する法律」第 31条並びに「根室市農業委員会 

会議規則」第 10条の規定により該当する委員はいません。 

 

次に、会務報告をいたします。事務局長より報告をさせます。 

 

（会務報告） 

 

それでは、議件の審議に入ります。 

議案第１号、「根室市農業委員会委員の辞任について」を上程いたし 

ます。事務局より説明いたします。 

 

議案第１号 

根室市農業委員会委員の辞任について 

次のとおり根室市農業委員会委員の辞任について意見を求めます。 

 

内容につきましては、次ページになります。 

１１月１５日付で根室市長より根室市農業委員会委員の辞任につい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

野村 委員 

 

 

 

 

鵜飼 局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

市橋 委員 

 

 

 

て諮問がよせられております。 

農業委員会等に関する法律第１３条第１項の規定により委員の辞任 

につきましては、市町村長及び農業委員会の同意を得て辞任すること 

ができる規定となっております。 

本諮問の内容につきましては、根室市農業委員会委員○〇〇〇より 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇の為ということで辞任願いがよせられております。 

皆さんご存知のとおり、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より当市の 

副市長へ提出されたものです。 

その間、事務局として私と上野主査で○○○〇とお話をさせていた 

だきましたが、なかなか話ができるような状況ではなかった。 

また、副市長にも対応してもらいましたが、なかなか本人の意思が固 

いということで、正式に１１月１５日に根室市で辞任届を受理したも 

のとなっております。以上です。 

 

これより、議案第１号について質疑に入ります。順次発言を許します。 

ご発言ありませんか。 

 

１番野村です。 

仮に、このまま同意するとした場合、欠員が発生するが、このまま 

来年の７月末まで欠員とままとなるのか、補充となるのか。事務的には 

どうなるか。 

 

農業委員の任期途中での辞任につきましては、基本的にはすみやかに 

補充に努めなければならないと、根室市の規定がございます。 

スケジュール的には、仮に欠員補充をすることになれば、今日決まっ 

た場合、一定程度周知をして、１ケ月間の募集期間を経て、評価委員会を 

開催して、議会での同意を得るという形となり、最短で３月議会での 

選任ということになりますので、少なくても３月までは欠員状態とな 

り、３月から７月までの残任期間についての補充というスケジュール 

的にはそのいう形になります。 

 

外にご発言ありませんか。 

 

７番市橋です。 

周知して、募集をしてそれでも委員になりたい人がいない場合は、 

欠員状態でいいのか 

 



鵜飼 局長 

 

 

 

伊藤 委員 

 

 

鵜飼 局長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

（委 員） 

 

市橋 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

定数内であれば、質疑応答集等々によりますと必ずしもすぐに補充し 

なくてもよいと。ただし、正常な運営ができないと判断した場合につ 

いてはすみやかに補充しなければならないという規定があります。 

 

５番伊藤です。 

結果的に補充しなくていいという考えもあるのか 

 

必ずしも補充しなければならないという規定はありません。 

補充するかしないかについても、残任期間等々も含めまして、本日皆 

さんでお諮りいただいて、今後の取り扱いをどのようにするかも決めて 

いただいたほうがよろしいかと思います 

 

スケジュール的なことを考えると、３月議会まではかかるということ 

なので、３月から７月までで、正味３ケ月位しか任期しかないことにな 

ることから補充をしないで、次の改選期で定数を満たせばいいのかと思 

うが。皆さんどうか。 

 

「異議なし」 

 

７番市橋です。 

その件に関しては、会長の意見でいいと思うが。 

今まで農業委員会の歴史の中でも任期途中で辞任した例はないと思 

うが、私達残っている者にとっても、軽々に農業委員を引き受けている 

訳ではないから再認識したほうがいいと思うし、また、やめた人に関 

しても軽々とは言わないがある程度責任を感じてもらうことがあって 

もいいような気がするが。ただやめればいいという問題ではないと思い 

ます。そこだけは言っておきたい。 

 

外にご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、議案第１号の案件に関して採決いたします。 



 

 

議   長 

 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

上野 主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

本案は原案のとおり同意することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。挙手 

 

全員挙手であります。よって、本案を同意するものといたします。 

なお、本諮問に対する答申書の作成につきましては、会長及び職務 

代理に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、そのように決定させてもらいます、 

 

次に、「議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について」 

を上程いたします。 

事務局より説明いたします。 

 

議案第２号 

農地法第３条の規定による農地等の権利の移転の許可申請があった 

ので承認を求めます。 

申請番号 1、1、所有権移転の当事者、譲渡人、○○市○〇〇〇○〇 

〇〇、○〇〇〇。譲受人、○○市○〇○〇〇〇、○〇〇○〇〇〇〇〇 

○〇○〇〇〇〇〇〇〇。2、土地の表示、所在、根室市○〇〇、地番、 

○〇番〇外〇筆、公簿地目、牧場、現況地目、採草放牧地、登記の有 

無、有、面積 1,568㎡外計 10,215㎡、利用状況、採草放牧地。3、権 

利を設定し、又は移転しようとする契約の内容、契約の種類、売買、土 

地の引渡し時期、許可申請後６ケ月以内、価格、○〇〇〇円、資金調達 

の方法、自己資金。4、当事者の経営状況、構成員〇名、農業従事者、 

〇名、経営地、畑、○〇〇○〇〇〇㎡、採草放牧地、○〇○〇㎡、計○ 

〇〇○〇〇〇㎡、家畜、乳牛○〇〇頭。5、土地の所在は次のページに 

なります。 

 

これより、申請番号 1の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 



議   長 
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上野 主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

ご異議ないものと認め、申請番号 1 の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第３号「農用地利用集積計画の決定について」を上程い 

たします。 

事務局より説明いたします。 

 

議案第３号 

農用地利用集積計画の決定について 

農業基盤強化促進法第１８条の規定により、次のとおり農用地利用集 

積計画の決定について承認を求めます。 

整理番号 23、1、利用権設定の当事者、賃借人、根室市○〇〇○〇〇 

〇、○〇〇〇。賃貸人、根室市○〇〇〇○〇〇〇、○〇〇〇。2、土地 

の表示、所在、根室市○〇〇、地番、○〇〇番の内外○○筆、公簿地目、牧 

場、畑、現況地目、畑、面積 4,036㎡外計 94,528㎡、利用状況、牧草 

畑。3、利用権の種類、賃借権（継続）。4、賃貸借の期間、自令和元年 

12月 6日、至令和 4年 12月 5日。5、賃貸料、○〇○〇〇〇円。6、 

支払方法、毎年 11月 30日、口座振込。7、賃借人の経営状況、家族〇 

名、農業従事者〇名、経営地、畑、○〇○〇〇〇㎡、採草放牧地、○ 

〇〇〇㎡、計○〇〇○〇〇㎡、家畜、牛○〇頭。8、土地の所在は次の 

ページになります。 

 

これより、議案第３号について質疑に入ります。順次発言を許しま 

す。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、議案第３号に関して採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。全員 

 

全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 



議   長 

 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

お諮りいたします。本総会に付託された議件は全て議了いたしまし 

た。よって、本日の総会を閉会いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議なしと認めます。よって本日の総会を閉会いたします。 

ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年 11月 25日 

                議     長       佐 藤 幸 男 

 

                議事録署名委員 6番 田 中 照 義   

 

                          議事録署名委員  8番 矢 部 克 之 


